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１．研究計画の概要

温暖化防止は，グローバルな「政府なき統

治」が必要とされている重要課題のひとつで

ある。制度として，どのような議定書をつく

るかが中心的な課題である。特に京都議定書

で排出量目標の決まっていない 2013 年以降

について，京都議定書のままでよいのか，ど

のような改正が必要かという課題がある。

具体的には，次のことを行う。

(1)京都議定書の問題点の抽出と対応策

の検討，および2013年以降に関する既存

提案の評価。

(2)各国の国内制度の検討状況および実施状

況の把握と評価，そこから導かれる国際制度

の在り方の検討。

(3)温暖化防止費用および適応費用の国際的

負担分担に関する規範的考察。

(4)NGOや自治体など非政府アクターが多国間

環境協定の形成と実施に果たす役割の考察。

(5)温暖化防止の国際枠組みの観点からのグ

ローバル環境ガバナンス論の構築。

２．研究の進捗状況

(1)に関しては，気候変動枠組条約や京都議

定書の締約国会議や補助機関会合にオブザー

バー参加することによって，リアルタイムに

分析・評価を行ってきた。京都議定書の実績

の評価と，問題点の分析および対応策提案の

比較評価を行ってきた。

(2)に関しては，欧州連合とその加盟国，ア

メリカの政策動向について，排出権取引とエ

ネルギー政策を中心に調査分析してきた。欧

州連合の排出権取引については，加盟国間の

所得格差に配慮しつつ，欧州連合への集権化

が行われている。

(3)に関しては，さまざまな提案を比較評価

するとともに，欧州連合が決定した，加盟国

間の支払い能力に応じた努力分担について，

それが成立した経緯を調査分析し，国際的負

担分担にも適用しうることを確認した。また

過去の排出責任を特定の主体に帰着させるこ

とが困難であることから，過去から受け取っ

たものに応じて責任を差別化する展望的責任

について検討している。

(4)に関しては，環境 NGO が中心だった CAN

に，開発 NGO が参入し，適応に関する CAN の

アドボカシー能力が向上したことを明らかに

した。自治体については，京都市など国内事

例の調査分析を行い，ネットワークの活用に

も着目して分析を行っている。

(5)に関しては，制度としての議定書はガバ

ナンスの一要素に過ぎないが，国際，国家連

合，国家，自治体の重層性に着目している。

中間的な研究成果を1冊の本としてとりま

とめるべく，執筆中である。

３．現在までの達成度

②おおむね順調に進展している。

（理由）

本研究は研究期間を 3 つに区分した研究計

画に基づいて行っている。まず京都議定書約

束期間前の 2006 年と 2007 年は，既存文献の

レビュー，すでに開始されているクリーン開

発メカニズムの分析評価，各国制度の検討状
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況の調査，非政府アクターの役割に関する事

例研究などを行う計画であった。また，約束

期間の前半である 2008 年から 2010 年は，京

都議定書と各国の政策の実施状況の調査・分

析が主である。これまで，この計画どおりに

進んでいる。

４．今後の研究の推進方策

2007 年 COP13 のバリ行動計画で，国際交渉

は一定の道筋がついた。その後の交渉で，交

渉の領域がいくらかは狭まりつつある。しか

しアメリカの政権交代によって，国際交渉は

新しい局面を迎えるので，それを見定めたう

えで，研究課題の確認を行っていく必要があ

る。これまで取り上げなかった適応について

も研究対象にする。

2009 年 12 月に開催される COP15 で，2013

年以降に関する合意が成立した場合は，その

合意の内容と意義についての分析・評価を行

う。合意が成立すれば，各国の国内制度の整

備が進むはずなので，実施上の問題点の考察

を行う。
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